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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第26期 

第２四半期累計期間
第27期 

第２四半期累計期間
第26期

会計期間
自  平成24年８月１日 
至  平成25年１月31日

自  平成25年８月１日 
至  平成26年１月31日

自  平成24年８月１日 
至  平成25年７月31日

売上高 (千円) 1,619,743 1,746,811 3,153,534

経常利益又は経常損失（△） (千円) △337,233 50,467 △532,328

四半期（当期）純利益 (千円) 214,719 53,348 3,400,713

持分法を適用した 
場合の投資利益

(千円) ― ― ―

資本金 (千円) 100,000 100,000 700,000

発行済株式総数 (株)

普通株式
10,036,871

Ａ種優先株式
8,916

Ｂ種優先株式
13,980

Ｃ種優先株式
2,160,476

Ｄ種優先株式
2,160,410

Ｅ種優先株式
138,822

普通株式
22,604,665

Ａ種優先株式
8,916

Ｃ種優先株式
824,355

Ｄ種優先株式
2,160,410

Ｅ種優先株式
138,822

 

普通株式
19,008,860

Ａ種優先株式
8,916

Ｂ種優先株式
13,773

Ｃ種優先株式
2,160,476

Ｄ種優先株式
2,160,410

Ｅ種優先株式
138,822

純資産額 (千円) △4,128,042 310,207 257,951

総資産額 (千円) 1,064,580 1,052,060 803,257

１株当たり四半期（当期）純
利益金額

(円) 2.14 0.25 33.81

潜在株式調整後１株当たり 
四半期(当期)純利益金額

(円) ― ― ―

１株当たり配当額 (円)

普通株式
―

（―）
Ａ種優先株式

―
（―）

Ｂ種優先株式
―

（―）
Ｃ種優先株式

―
（―）

Ｄ種優先株式
―

（―）
Ｅ種優先株式

―
（―）

普通株式
―

（―）
Ａ種優先株式

―
（―）

Ｃ種優先株式
―

（―）
Ｄ種優先株式

―
（―）

Ｅ種優先株式
―

（―）

 
 

普通株式
―

（―）
Ａ種優先株式

―
（―）

Ｂ種優先株式
―

（―）
Ｃ種優先株式

―
（―）

Ｄ種優先株式
―

（―）
Ｅ種優先株式

―
（―）

自己資本比率 (％) △387.9 29.4 31.9
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(注) １．売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２．当社には関連会社がありませんので、持分法を適用した場合の投資利益は記載しておりません。 

３．当社は、平成26年２月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、

１株当たり四半期（当期）純利益金額および潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額は、当該

株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

４．第26期、第26期第２四半期累計期間および第27期第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

  

当第２四半期累計期間において、当社において営まれている事業の内容について重要な変更はありませ

ん。 

回次
第26期 

第２四半期累計期間
第27期 

第２四半期累計期間
第26期

会計期間
自  平成24年８月１日 
至  平成25年１月31日

自  平成25年８月１日 
至  平成26年１月31日

自  平成24年８月１日 
至  平成25年７月31日

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 1,186,628 △793,678 1,856,439

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 128,498 △2,158 228,653

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △1,503,446 486,301 △1,518,890

現金及び現金同等物の 
四半期末(期末)残高

(千円) 22,811 467,797 777,333
 

回次
第26期 

第２四半期会計期間
第27期 

第２四半期会計期間

会計期間
自  平成24年11月１日 
至  平成25年１月31日

自  平成25年11月１日 
至  平成26年１月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 0.42 0.20
 

２ 【事業の内容】
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文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 

当社は、当第２四半期累計期間において金融機関に対して債務免除の要請を行っております。また、平

成25年７月期の優先株式に対する配当は実施しておりません。これらの状況により、継続企業の前提に関

する重要な事象等が存在しております。 

  

当社は、平成26年１月16日開催の取締役会において、株式会社S＆Standard株式会社の全株式を取得し

て子会社とすることを決議し、平成26年１月16日付で株式譲渡契約を締結の上、平成26年２月３日に子会

社化いたしました。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策や日本銀行による金融政策等により、

個人消費や企業収益に持ち直しの動きがみられるなど、景気はゆるやかに回復しております。先行きに

つきましては、平成26年４月からの消費増税による不透明感が残るものの、東京オリンピック招致決定

に伴う需要拡大や政府による成長戦略の加速が期待されます。 

当社が属する不動産業界におきましては、首都圏の中古マンションの成約件数は平成24年９月から前

年同月比プラスを継続し堅調に推移しており、特に平成25年８月から平成25年12月までは前年同月比２

ケタ増で推移しました。 

一方、東京都心５区のオフィス空室率は平成24年６月の9.43％をピークに平成26年１月には7.18％へ

低下しております。平均賃料は長く下落傾向が続いておりますが、平成25年12月が16,207円／坪、平成

26年１月が16,242円／坪と底打ちの兆しがみられます。 

このような環境下、当社は当第２四半期累計期間において、首都圏を中心に新規に販売用不動産を仕

入れ、売却活動を活発化させました。 

こうしたことから、当第２四半期累計期間における不動産売上高は17億24百万円となりました。一

方、不動産賃貸収益等事業の売上高は収入手数料等の売上があり、22百万円となりました。 

以上の結果、売上高は17億46百万円（前年同期比7.8％増）、営業利益は62百万円（前年同期は３億

13百万円の営業損失）、経常利益は50百万円（前年同期は３億37百万円の経常損失）となりました。特

別利益として債務免除益を２百万円、新株予約権戻入益を１百万円計上し、四半期純利益は53百万円

（前年同期比75.2％減）となりました。 

セグメント別の状況は次のとおりです。 

（不動産再活事業） 

当第２四半期累計期間において、首都圏を中心に新規に販売用不動産を仕入れ、売却活動を活発化さ

せた結果、売上高は17億24百万円（前年同期比9.1％増）、営業利益は１億33百万円（前年同期は１億

92百万円の営業損失）となりました。 

第２ 【事業の状況】

１ 【事業等のリスク】

２ 【経営上の重要な契約等】

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

（１）業績の状況
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（不動産賃貸収益等事業） 

当事業においては当社が保有する不動産物件からの受取賃料や収入手数料を計上しております。当第

２四半期累計期間における不動産賃貸収益等事業の売上高は22百万円（前年同期比43.0％減）、営業利

益は15百万円（前年同期は11百万円の営業損失）となりました。 

  

当第２四半期会計期間における総資産は10億52百万円となり、前事業年度末比２億48百万円の増加と

なりました。これは、流動資産において主に販売用不動産を仕入れ、販売用不動産が同５億35百万円増

加したことによるものであります。負債は７億41百万円となり、前事業年度末比１億96百万円の増加と

なりました。これは、主に短期借入金が同４億90百万円増加したこと、未払金が同３億19百万円減少し

たことなどによるものであります。 

純資産は、当第２四半期会計期間において四半期純利益を53百万円計上し、３億10百万円となってお

ります。 

  

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）の残高は４億67百

万円（前年同四半期末の残高は22百万円）となりました。 

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは７億93百万円の減少（前年同四

半期は11億86百万円の増加）となりました。これは、主に販売用不動産を仕入れたため、たな卸資産の

増加に伴う資金の減少５億35百万円や未払金等の流動負債の支払いによる資金の減少２億87百万円など

によるものであります。 

当第２四半期累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは２百万円の減少（前年同四半期

は１億28百万円の増加）となりました。これは、主に有形固定資産の取得による減少１百万円や差入保

証金の差入による減少１百万円によるものであります。 

当第２四半期累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは４億86百万円の増加（前年同四

半期は15億３百万円の減少）となりました。これは、主に短期借入金の増加による資金の増加４億90百

万円によるものであります。 

  

当第２四半期累計期間において、当会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに

生じた課題はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間末現在において当社が判断したものであります。 

（２）財政状態の分析

（３）キャッシュ・フローの状況

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

（４）事業上及び財務上の対処すべき課題 

（５）研究開発活動

（６）事業等のリスクに記載した重要事象等についての分析・検討内容及び当該重要事象等を解消し、又

は改善するための対応策
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当社は、当第２四半期累計期間において金融機関に対して債務免除の要請を行っております。また、平

成25年７月期の優先株式に対する配当は実施しておりません。これらの状況により、継続企業の前提に関

する重要な事象等が存在しております。 

当社は、平成24年７月期においては純資産が△43億42百万円の債務超過の状態でありましたが、平成25

年７月期において第三者割当増資（このうち４億49百万円は債務の株式化で、新たな資金調達の額は７億

50百万円）を行い、平成25年７月期に純資産の額が２億57百万円となり、債務超過を解消しました。ま

た、平成26年７月期第２四半期累計期間において、営業利益62百万円、経常利益50百万円、四半期純利益

53百万円を計上し、営業利益、経常利益は黒字転換しました。 

当社は、上記の第三者割当増資により財務基盤が整ったこと、また、平成26年７月期第２四半期累計期

間にはノンバンクからの借入を行い、負債性資金の確保ができたこと、平成25年８月22日付で営業部を新

設し仕入活動および販売活動を本格化させていることなど、業績回復への体制が整ってきたと判断してお

ります。  
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（注）平成25年９月25日開催の取締役会及び平成25年10月30日開催の定時株主総会並びに必要な種類株主総会の決議

により、平成26年２月１日付で株式分割に伴う定款の一部変更が行われ、普通株式の発行可能株式総数は

766,053,468株増加し、851,170,520株となっております。 

  

  

(注) １  「提出日現在発行数」欄には、平成26年３月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使によ

り発行された株式数は含まれておりません。 

２ 平成25年９月25日開催の取締役会決議により、平成26年２月１日付で１株を10株に株式分割しております。

３ 平成25年９月25日開催の取締役会決議及び平成25年10月30日開催の当社定時株主総会並びに必要な種類株主

総会の決議により、平成26年２月１日付で単元株制度を採用し、単元株式数は100株であります。 

４ Ａ種、Ｃ種、Ｄ種およびＥ種優先株式は、現物出資（借入金の株式化 19,193百万円）によって発行された

ものであります。 

５  Ａ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

１. 剰余金の配当 

(1) Ａ種優先配当金 

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ａ種優先株式を有する株主（以下「Ａ種優先株主」とい

う。）またはＡ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ａ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

第３ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 85,117,052

Ａ種優先株式 8,916

Ｂ種優先株式 26,701

Ｃ種優先株式 2,160,476

Ｄ種優先株式 2,160,410

Ｅ種優先株式 138,822

譲渡制限種類株式 1,818,182

計 91,430,559
 

② 【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間 
末現在発行数(株) 
(平成26年１月31日)

提出日現在 
発行数(株) 

(平成26年３月13日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 22,604,665 226,046,650
東京証券取引所 

マザーズ
単元株制度は採用しておりませ
ん。（注）２、３

Ａ種優先株式 8,916 8,916 ―
単元株制度は採用しておりませ
ん。（注）４、５

Ｃ種優先株式 824,355 824,355 ―
単元株制度は採用しておりませ
ん。（注）４、６

Ｄ種優先株式 2,160,410 2,160,410 ―
単元株制度は採用しておりませ
ん。（注）４、７

Ｅ種優先株式 138,822 138,822 ―
単元株制度は採用しておりませ
ん。（注）４、８

計 25,737,168 229,179,153 ― ―
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７項(1)の定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ａ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＡ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ａ種優先中間配当金を控除した額

とする。 

(2) Ａ種優先配当金の額 

Ａ種優先配当金の額は、300,000円に、それぞれの事業年度毎に以下の年率（以下「Ａ種優先配当年

率」という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

 2011年度および2012年度＝0.1% 

 2013年度および2014年度＝0.3% 

 2015年度以降＝0.5% 

(3) Ａ種優先中間配当金 

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対し、第７

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ａ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。 

(4) 非累積条項 

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対して支払うＡ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＡ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＡ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。 

(5) 非参加条項 

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、Ａ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。 

２. 残余財産の分配 

(1) Ａ種優先残余財産分配金 

当社の残余財産の分配をするときは、第７項(2)の定める支払順位に従い、Ａ種優先株式１株につき、

300,000円を支払う。 

(2) 非参加条項 

Ａ種優先株主またはＡ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。 

３. 議決権 

Ａ種優先株主は、株主総会において議決権を有しない。 

４. 普通株式を対価とする取得請求権 

Ａ種優先株主は、2021年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）の翌営業日以降2030

年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ａ種転換請求期間」という。）いつでも、当社に対し

て、普通株式の交付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部または一部を取得することを請求する

ことができるものとし、当社はＡ種優先株主が取得の請求をしたＡ種優先株式を取得するのと引換え

に、次に定める数の普通株式を、当該Ａ種優先株主に対して交付するものとする。 

(1) Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

Ａ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＡ種優先株式の数に

300,000円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ａ種優先

株式の取得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるも

のとし、この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。 

(2) 取得価額 

当初取得価額は、3,704円とする。 

(3) 取得価額の調整 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

  

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無
償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。 

  

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
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②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。 

  

  

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

  

  

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。 

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが

当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお

いて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式1株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整

後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無

償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以

降、これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に

対してストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されない

ものとする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＡ種優

先株主およびＡ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。 

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

        （発行済普通株式の数－当社
が保有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額

調整後 
取得価額

＝
調整前 
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数） 
＋新たに発行する普通株式の数
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または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。 

５. 金銭を対価とする取得請求権 

Ａ種優先株主は、2015年11月１日以降2021年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）

まで（以下「償還期間」という。）の毎年11月１日（当該日が営業日ではない場合には、翌営業日）、

法令上可能な範囲で、かつ下記(1)および(2)に定める上限の範囲内において、当社に対して、金銭の交

付と引換えに、その有するＡ種優先株式の全部または一部を取得することを請求（以下「償還請求」と

いう。）することができるものとし、当社はＡ種優先株主が償還請求をしたＡ種優先株式を取得するの

と引換えに、下記(3)に定める額（以下「任意償還価額」という。）の金銭を、当該Ａ種優先株主に対

して交付するものとする。なお、下記(1)および(2)に定める上限を超えて償還請求が行われた場合、取

得すべきＡ種優先株式は、償還請求が行われたＡ種優先株式の数に応じた按分比例の方法による。 

(1) 任意償還価額の上限 

Ａ種優先株主は、本項に基づくＡ種優先株主による償還請求がなされた日（以下「償還請求日」とい

う。）の前日における分配可能額が１億円を上回る場合に限り、当該上回る金額を任意償還価額の上限

として、償還請求をすることができる。 

(2) 取得株式数の上限 

Ａ種優先株主は、各償還請求日において、Ａ種優先株式1,784株を上限として、償還請求をすることが

できる。 

(3) 任意償還価額 

任意償還価額は、Ａ種優先株１株につき、300,000円とする。 

 ６. 普通株式を対価とする取得条項 

当社は、Ａ種転換請求期間中に取得請求のなかったＡ種優先株式の全部を、Ａ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも

って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換え

に、かかるＡ種優先株式の数に300,000円を乗じて得られる額を、2030年７月28日における取得価額で

除して得られる数の普通株式をＡ種優先株主に対して交付するものとする。Ａ種優先株式の取得と引換

えに交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取

扱う。 

７. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも

って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ａ種優先株式の全部または一部を取得することが

できる。この場合、当社は、かかるＡ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下

「強制償還価額」という。）の金銭をＡ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ａ種優先株式

の一部を取得するときは、按分比例の方法による。 

(2) 強制償還価額 

強制償還価額は、Ａ種優先株式１株につき、300,000円とする。 

８. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等 

(1) 当社は、Ａ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。 

(2) 当社は、Ａ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。 

９. 優先順位 

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式

にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４

順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および
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普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間では同

順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額、Ｃ

種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種優先株

主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を割り当

てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株

式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金、Ｃ種優

先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味

で用いられる。 

10. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無 

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。 

11. 株主総会において議決権を有しない理由 

資本の増強にあたり、既存の株主への影響を考慮したためであります。 

６  Ｃ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

１. 剰余金の配当 

(1) Ｃ種優先配当金 

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｃ種優先株式を有する株主（以下「Ｃ種優先株主」とい

う。）またはＣ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｃ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

８項(1)の定める支払順位に従い、Ｃ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｃ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＣ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｃ種優先中間配当金を控除した額

とする。 

(2) Ｃ種優先配当金の額 

Ｃ種優先配当金の額は、3,704円に、それぞれの事業年度毎に下記の年率（以下「Ｃ種優先配当年率」

という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。 

 2011年度および2012年度＝0.1% 

 2013年度および2014年度＝0.3% 

 2015年度以降＝0.5% 

(3) Ｃ種優先中間配当金 

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対し、第８

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ｃ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。 

(4) 非累積条項 

Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対して支払うＣ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＣ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＣ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。 

(5) 非参加条項 

Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対しては、Ｃ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。 

２. 残余財産の分配 

(1) Ｃ種優先残余財産分配金 

当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｃ種優先株式１株につき、

3,704円（以下「Ｃ種優先残余財産分配金」という。）を支払う。 

(2) 非参加条項 

Ｃ種優先株主またはＣ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。 

３. 議決権 

Ｃ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。 

４. 普通株式を対価とする取得請求権 

Ｃ種優先株主は、2013年７月28日以降2022年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｃ種転換請求

期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＣ種優先株式の全

部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＣ種優先株主が取得の請求をし

たＣ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｃ種優先株主に対して交付

するものとする。 

(1) Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

Ｃ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＣ種優先株式の数に3,704
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円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｃ種優先株式の取得と

引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、この

場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。 

(2) 取得価額 

当初取得価額は、3,704円とする。 

(3) 取得価額の調整 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

  

  

②調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。 

  

  

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

  

  

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。 

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

        （発行済普通株式の数－当社
が保有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額

調整後 
取得価額

＝
調整前 
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数） 
＋新たに発行する普通株式の数
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下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが当

初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式におい

て「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使

に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後

の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償

割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、

これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対し

てストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないもの

とする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＣ種優

先株主およびＣ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。 

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。 

５. 普通株式を対価とする取得条項 

当社は、Ｃ種転換請求期間中に取得請求のなかったＣ種優先株式の全部を、Ｃ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも

って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＣ種優先株式を取得するのと引換え

に、かかるＣ種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2022年７月28日における取得価額で除

して得られる数の普通株式をC種優先株主に対して交付するものとする。Ｃ種優先株式の取得と引換え

に交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱

う。 

６. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも

って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｃ種優先株式の全部または一部を取得することが

できる。この場合、当社は、かかるＣ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下

「強制償還価額」という。）の金銭をＣ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｃ種優先株式

の一部を取得するときは、按分比例の方法による。 

(2) 強制償還価額 

強制償還価額は、Ｃ種優先株式１株につき、3,704円とする。 

７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等 

(1) 当社は、Ｃ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。 

(2) 当社は、Ｃ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。 

８. 優先順位 

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式

にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４

順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と
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し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間では

同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額、

Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種優先

株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を割り

当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通

株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分

配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味で用いられる。 

９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無 

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。 

10. 株主総会において議決権を有する理由 

当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。 

７  Ｄ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

１. 剰余金の配当 

(1) Ｄ種優先配当金 

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｄ種優先株式を有する株主（以下「Ｄ種優先株主」とい

う。）またはＤ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｄ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

８項(1)の定める支払順位に従い、Ｄ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｄ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＤ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｄ種優先中間配当金を控除した額

とする。 

(2) Ｄ種優先配当金の額 

Ｄ種優先配当金の額は、3,704円に、それぞれの事業年度毎に下記の年率（以下「Ｄ種優先配当年率」

という。）を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨

五入する。 

 2011年度および2012年度＝0.1% 

 2013年度および2014年度＝0.3% 

 2015年度以降＝0.5% 

(3) Ｄ種優先中間配当金 

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対し、第８

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ｄ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。 

(4) 非累積条項 

Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対して支払うＤ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＤ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＤ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。 

(5) 非参加条項 

Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対しては、Ｄ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。 

２. 残余財産の分配 

(1) Ｄ種優先残余財産分配金 

当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｄ種優先株式１株につき、

3,704円（以下「Ｄ種優先残余財産分配金」という。）を支払う。 

(2) 非参加条項 

Ｄ種優先株主またはＤ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。 

３. 議決権 

Ｄ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。 

４. 普通株式を対価とする取得請求権 

Ｄ種優先株主は、2015年７月28日以降2024年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｄ種転換請求

期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＤ種優先株式の全

部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＤ種優先株主が取得の請求をし

たＤ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｄ種優先株主に対して交付

するものとする。 

(1) Ｄ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

Ｄ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＤ種優先株式の数に3,704

円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｄ種優先株式の取

得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、
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この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。 

(2) 取得価額 

当初取得価額は、3,704円とする。 

(3) 取得価額の調整 

(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

  

  

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。 

  

②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。 

  

  

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

  

  

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。 

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

        （発行済普通株式の数－当社
が保有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額

調整後 
取得価額

＝
調整前 
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数） 
＋新たに発行する普通株式の数
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当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式におい

て「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行使

に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整後

の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無償

割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、

これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対し

てストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないもの

とする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＤ種優

先株主およびＤ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。 

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。 

５. 普通株式を対価とする取得条項 

当社は、Ｄ種転換請求期間中に取得請求のなかったＤ種優先株式の全部を、Ｄ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも

って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＤ種優先株式を取得するのと引換え

に、かかるＤ種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2024年7月28日における取得価額で除し

て得られる数の普通株式をＤ種優先株主に対して交付するものとする。Ｄ種優先株式の取得と引換えに

交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱

う。 

６. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも

って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｄ種優先株式の全部または一部を取得することが

できる。この場合、当社は、かかるＤ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下

「強制償還価額」という。）の金銭をＤ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｄ種優先株式

の一部を取得するときは、按分比例の方法による。 

(2) 強制償還価額 

強制償還価額は、Ｄ種優先株式1株につき、3,704円とする。 

７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等 

(1) 当社は、Ｄ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。 

(2) 当社は、Ｄ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。 

８. 優先順位 

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式

にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４

順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と

し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間
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では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額、

Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種優先

株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を割り

当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通

株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金およびＣ種優先残余財産分

配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味で用いられる。 

９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無 

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。 

10. 株主総会において議決権を有する理由 

当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。 

  
８  Ｅ種優先株式の内容は次のとおりであります。 

１. 剰余金の配当 

(1) Ｅ種優先配当金 

当社は、期末配当金の支払いを行うときは、Ｅ種優先株式を有する株主（以下「Ｅ種優先株主」とい

う。）またはＥ種優先株式の登録株式質権者（以下「Ｅ種優先登録株式質権者」という。）に対し、第

８項(1)の定める支払順位に従い、Ｅ種優先株式１株につき下記(2)に定める額の金銭（以下「Ｅ種優先

配当金」という。）を支払う。但し、当該期末配当金にかかる基準日の属する事業年度中の日を基準日

として下記(3)に定めるＥ種優先中間配当金を支払ったときは、当該Ｅ種優先中間配当金を控除した額

とする。 

(2) Ｅ種優先配当金の額 

Ｅ種優先配当金の額は、3,704円に、事業年度毎に0.05%を乗じて算出した額とする。但し、円位未満小

数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。 

(3) Ｅ種優先中間配当金 

当社は、中間配当金の支払いを行うときは、Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対し、第８

項(1)の定める支払順位に従い、上記(2)に定める額の２分の１を限度として、取締役会の決議で定める

額の金銭（以下「Ｅ種優先中間配当金」という。）を支払うものとする。 

(4) 非累積条項 

Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対して支払うＥ種優先株式１株当たりの剰余金の配当の

額がＥ種優先配当金の額に達しないときであっても、そのＥ種優先株式１株当たりの不足額は翌事業年

度以降に累積しない。 

(5) 非参加条項 

Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対しては、Ｅ種優先配当金を超えて剰余金の配当は行わ

ない。 

２. 残余財産の分配 

(1) Ｅ種優先残余財産分配金 

当社の残余財産の分配をするときは、第８項(2)の定める支払順位に従い、Ｅ種優先株式１株につき、

3,704円を支払う。 

(2) 非参加条項 

Ｅ種優先株主またはＥ種優先登録株式質権者に対しては、上記(1)のほか残余財産の分配は行わない。 

３. 議決権 

Ｅ種優先株主は、株主総会において議決権を有する。 

４. 普通株式を対価とする取得請求権 

Ｅ種優先株主は、2019年７月28日以降2030年７月28日（同日を含む。）までの間（以下「Ｅ種転換請求

期間」という。）いつでも、当社に対して、普通株式の交付と引換えに、その有するＥ種優先株式の全

部または一部を取得することを請求することができるものとし、当社はＥ種優先株主が取得の請求をし

たＥ種優先株式を取得するのと引換えに、次に定める数の普通株式を、当該Ｅ種優先株主に対して交付

するものとする。 

(1) Ｅ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数 

Ｅ種優先株式の取得と引換えに交付する普通株式の数は、転換請求にかかるＥ種優先株式の数に3,704

円を乗じて得られる額を、下記に定める取得価額で除して得られる数とする。なお、Ｅ種優先株式の取

得と引換えに交付する普通株式の数に１株に満たない端数があるときは、これを切り捨てるものとし、

この場合においては、会社法第167条第３項に定める金銭の交付はしない。 

(2) 取得価額 

当初取得価額は、3,704円とする。 

(3) 取得価額の調整 
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(a) 以下に掲げる事由が発生した場合には、それぞれ以下のとおり取得価額を調整する。 

①普通株式につき株式の分割または株式無償割当てをする場合、以下の算式により取得価額を調整す

る。なお、株式無償割当ての場合には、下記の算式における「分割前発行済普通株式数」は「無償

割当て前発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式を除く。）」、「分割後発

行済普通株式数」は「無償割当て後発行済普通株式数（但し、その時点で当社が保有する普通株式

を除く。）」とそれぞれ読み替える。 

  

  

  

調整後の取得価額は、株式の分割にかかる基準日または株式無償割当ての効力が生ずる日（株式無

償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日）の翌日以降これを適用する。 

②普通株式につき株式の併合をする場合、株式の併合の効力が生ずる日をもって次の算式により、取

得価額を調整する。 

  

  

③下記(d)に定める普通株式１株当たりの時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行または当社

が保有する普通株式を処分する場合（株式無償割当ての場合、普通株式の交付と引換えに取得され

る株式もしくは新株予約権（新株予約権付社債に付されたものを含む。以下本(3)において同

じ。）の取得による場合、普通株式を目的とする新株予約権の行使による場合または合併、株式交

換もしくは会社分割により普通株式を交付する場合を除く。）、次の算式（以下「取得価額調整

式」という。）により取得価額を調整する。調整後の取得価額は、払込期日（払込期間を定めた場

合には当該払込期間の最終日）の翌日以降、また、株主への割当てにかかる基準日を定めた場合は

当該基準日（以下「株主割当日」という。）の翌日以降これを適用する。なお、当社が保有する普

通株式を処分する場合には、次の算式における「新たに発行する普通株式の数」は「処分する当社

が保有する普通株式の数」、「当社が保有する普通株式の数」は「処分前において当社が保有する

普通株式の数」とそれぞれ読み替える。 

  

  

④当社に取得をさせることによりまたは当社に取得されることにより、下記(d)に定める普通株式１

株当たりの時価を下回る普通株式１株当たりの取得価額をもって普通株式の交付を受けることがで

きる株式を発行または処分する場合（株式無償割当ての場合を含む。）、かかる株式の払込期日

（払込期間を定めた場合には当該払込期間の最終日。以下本④において同じ。）に、株式無償割当

ての場合にはその効力が生ずる日（株式無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本④において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行または処分される株式の

全てが当初の条件で取得され普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式において「１株

当たり払込金額」としてかかる価額を使用して計算される額を、調整後の取得価額とする。調整後

の取得価額は、払込期日の翌日以降、株式無償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、

また株主割当日がある場合にはその日の翌日以降、これを適用する。 

⑤行使することによりまたは当社に取得されることにより、普通株式１株当たりの新株予約権の払込

価額と新株予約権の行使に際して出資される財産の合計額が下記(d)に定める普通株式１株当たり

の時価を下回る価額をもって普通株式の交付を受けることができる新株予約権を発行する場合（新

株予約権無償割当ての場合を含む。）、かかる新株予約権の割当日に、新株予約権無償割当ての場

合にはその効力が生ずる日（新株予約権無償割当てにかかる基準日を定めた場合は当該基準日。以

下本⑤において同じ。）に、また株主割当日がある場合はその日に、発行される新株予約権全てが

当初の条件で行使されまたは取得されて普通株式が交付されたものとみなし、取得価額調整式にお

いて「１株当たり払込金額」として普通株式１株当たりの新株予約権の払込価額と新株予約権の行

使に際して出資される財産の普通株式１株当たりの価額の合計額を使用して計算される額を、調整

後の取得価額とする。調整後の取得価額は、かかる新株予約権の割当日の翌日以降、新株予約権無

調整後取得価額＝調整前取得価額×
分割前発行済普通株式数

分割後発行済普通株式数
 

調整後取得価額＝調整前取得価額×
併合前発行済普通株式数

併合後発行済普通株式数
 

        （発行済普通株式の数－当社
が保有する普通株式の数）

＋

新たに発行する普通株式の数×１株当たり払
込金額

調整後 
取得価額

＝
調整前 
取得価額

×
普通株式１株当たりの時価

（発行済普通株式の数－当社が保有する普通株式の数） 
＋新たに発行する普通株式の数
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償割当ての場合にはその効力が生ずる日の翌日以降、また株主割当日がある場合にはその翌日以降、

これを適用する。但し、本⑤による取得価額の調整は、当社の取締役、監査役または従業員に対し

てストック・オプション目的で発行される普通株式を目的とする新株予約権には適用されないもの

とする。 

(b) 上記(a)に掲げた事由によるほか、下記①および②のいずれかに該当する場合には、当社はＥ種優

先株主およびＥ種優先登録株式質権者に対して、あらかじめ書面によりその旨ならびにその事由、調

整後の取得価額、適用の日およびその他必要な事項を通知したうえ、取得価額の調整を適切に行うも

のとする。 

①合併、株式交換、株式交換による他の株式会社の発行済株式の全部の取得、株式移転、吸収分割、

吸収分割による他の会社がその事業に関して有する権利義務の全部もしくは一部の承継または新設

分割のために取得価額の調整を必要とするとき。 

②前①のほか、普通株式の発行済株式の総数（但し、当社が保有する普通株式の数を除く。）の変更

または変更の可能性を生ずる事由の発生によって取得価額の調整を必要とするとき。 

(c) 取得価額の調整に際して計算が必要な場合は、円位未満小数第２位まで算出し、その小数第２位を

四捨五入する。 

(d) 取得価額調整式に使用する普通株式１株当たりの時価は、調整後転換価額を適用する日に先立つ45

取引日目に始まる連続する30取引日の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の

毎日の終値（気配表示を含む。）の平均値（終値のない日数を除く。また、平均値の計算は、円位未

満小数第２位まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。）とする。 

(e) 取得価額の調整に際し計算を行った結果、調整後取得価額と調整前取得価額との差額が１円未満に

とどまるときは、取得価額の調整はこれを行わない。 

５. 普通株式を対価とする取得条項 

当社は、Ｅ種転換請求期間中に取得請求のなかったＥ種優先株式の全部を、Ｅ種転換請求期間の末日の

翌日以降いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制転換日」という。）が到来することをも

って普通株式の交付と引換えに取得するものとし、当社は、かかるＥ種優先株式を取得するのと引換え

に、かかるＥ種優先株式の数に3,704円を乗じて得られる額を、2030年７月28日における取得価額で除

して得られる数の普通株式をＥ種優先株主に対して交付するものとする。Ｅ種優先株式の取得と引換え

に交付すべき普通株式の数に１株に満たない端数がある場合には、会社法第234条に従ってこれを取扱

う。 

６. 金銭を対価とする取得条項 

(1) 当社は、いつでも、当社取締役会が別に定める日（以下「強制償還日」という。）が到来することをも

って、法令上可能な範囲で、金銭の交付と引換えに、Ｅ種優先株式の全部または一部を取得することが

できる。この場合、当社は、かかるＥ種優先株式を取得するのと引換えに、下記(2)に定める額（以下

「強制償還価額」という。）の金銭をＥ種優先株主に対して交付するものとする。なお、Ｅ種優先株式

の一部を取得するときは、按分比例の方法による。 

(2) 強制償還価額 

強制償還価額は、Ｅ種優先株式１株につき、3,704円とする。 

７. 株式の併合または分割、募集株式の割当て等 

(1) 当社は、Ｅ種優先株式について株式の併合または分割は行わない。 

(2) 当社は、Ｅ種優先株主には募集株式の割当てを受ける権利または募集新株予約権の割当てを受ける権利

を与えず、また株式無償割当てまたは新株予約権無償割当ては行わない。 

８. 優先順位 

(1) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる剰余金の配当の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる剰余金の配当を第１順位とし、Ｂ

種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる剰余金の配当を第２順位（それらの間では同順

位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先配当金を乗じて得られる額、Ｃ種優先株主

の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先配当金を乗じて得られる額およびＤ種優先株主の有するＤ種優先

株式の数にＤ種優先配当金を乗じて得られる額に応じて配当財産を割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式

にかかる剰余金の配当を第３順位とし、譲渡制限種類株式および普通株式にかかる剰余金の配当を第４

順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(2) Ａ種優先株式、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式、譲渡制限種類株式および

普通株式にかかる残余財産の分配の支払順位は、Ａ種優先株式にかかる残余財産の分配を第１順位と

し、Ｂ種優先株式、Ｃ種優先株式およびＤ種優先株式にかかる残余財産の分配を第２順位（それらの間

では同順位とし、Ｂ種優先株主の有するＢ種優先株式の数にＢ種優先残余財産分配金を乗じて得られる

額、Ｃ種優先株主の有するＣ種優先株式の数にＣ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額およびＤ種

優先株主の有するＤ種優先株式の数にＤ種優先残余財産分配金を乗じて得られる額に応じて残余財産を

割り当てる。）とし、Ｅ種優先株式にかかる残余財産の分配を第３順位とし、譲渡制限種類株式および
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普通株式にかかる残余財産の分配を第４順位（それらの間では同順位かつ同額とする。）とする。 

(3) 本内容におけるＢ種優先配当金、Ｃ種優先配当金、Ｄ種優先配当金、Ｂ種優先残余財産分配金、Ｃ種優

先残余財産分配金およびＤ種優先残余財産分配金の用語は、いずれも定款第２章の２で定義される意味

で用いられる。  

９. 会社法第322条第２項に規定する定款の定めの有無 

種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めはありません。 

10. 株主総会において議決権を有する理由 

当社のガバナンスの観点から議決権を有しております。 

  

当第２四半期会計期間において発行した新株予約権及び新株予約権付社債はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(注）１．優先株式の転換 

  Ｂ種優先株式の取得請求権行使による普通株式40,389株及びＣ種優先株式の取得請求権行使による普通株式

40,351株の増加によるものであります。 

２．優先株式の転換 

  Ｂ種優先株式の取得請求権行使による普通株式1,188,287株の増加によるものであります。 

３．自己株式の消却 

  自己株式（Ｂ種優先株式10,343株）及び自己株式（Ｃ種優先株式27,512株）の消却によるものであります。

４．優先株式の転換  

  Ｃ種優先株式の取得請求権行使による普通株式56,375株の増加によるものであります。 

５．自己株式の消却 

  自己株式（Ｃ種優先株式38,437株）の消却によるものであります。 

６．資本金の減少 

  会社法第447条第１項の規定に基づき資本金の額を減少してその他資本剰余金に振り替えたものでありま

す。 

７．平成25年９月25日開催の取締役会決議により、平成26年２月１日付で１株につき10株の割合で株式分割を実

施しており、発行済株式数が203,441,985株増加して229,179,153株となっております。 

８．平成25年７月３日に提出した有価証券届出書に記載した「手取金の使途」について、重要な変更が生じてお

ります。 

  変更の理由 

(2) 【新株予約権等の状況】

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

(4) 【ライツプランの内容】

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高 
(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金 
残高 
(千円)

平成25年11月８日 
（注）１

80,740 24,568,798 ― 700,000 ― 600,000

平成25年11月12日 
（注）２

1,188,287 25,757,085 ― 700,000 ― 600,000

平成25年11月14日 
（注）３

△37,855 25,719,230 ― 700,000 ― 600,000

平成25年11月28日 
（注）４

56,375 25,775,605 ― 700,000 ― 600,000

平成25年11月29日 
（注）５

△38,437 25,737,168 ― 700,000 ― 600,000

平成25年12月３日 
（注）６

― 25,737,168 △600,000 100,000 ― 600,000
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  当社は、平成25年７月31日払込みの第三者割当増資を実施し、12億円（このうち４億49百万円はデット・エ

クイティ・スワップによるため、払込資金は７億50百万円）の資金調達を行いました。発行諸費用を差し引

いた差引手取概算額７億40百万円について、当社は平成25年８月から平成26年７月にかけて不動産仕入資金

に６億円、平成25年８月から平成25年12月にかけて運転資金に１億40百万円を使用する予定でした。 

  当社は平成25年12月20日付で借入を行い、販売用不動産の仕入資金を調達いたしました。第三者割当増資実

施当時は、増資により調達した資金の大部分を販売用不動産の仕入資金とする予定でしたが、この借入実行

により、当社の資金繰りが改善され、また、自己資金以上の金額で好条件の販売用不動産の仕入もできる見

込みとなりました。 

  これらの状況から、不動産仕入資金に充当する予定であった資金のうち、82百万円を運転資金のうちの過去

の公租公課の繰り延べ支払に充当することといたしました。 

  変更の内容 

変更の内容は次のとおりです。 

  （変更前）       

   手取金の使途 

  （変更後）       

   手取金の使途 

具体的な使途 金額 支出予定時期

① 不動産仕入資金 600百万円 平成25年8月～平成26年7月

② 運転資金 140百万円 平成25年8月～平成25年12月
 

具体的な使途 金額 支出予定時期

① 不動産仕入資金 518百万円 平成25年8月～平成26年7月

② 運転資金 222百万円 平成25年8月～平成25年12月
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 「所有株式数別」 

  

 「所有議決権数別」 

  

(6) 【大株主の状況】

    平成26年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数 

(株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

秋元 竜弥 東京都目黒区 15,621,048 60.69

有限会社佐藤総合企画 東京都世田谷区駒沢２丁目18番26号 750,000 2.91

株式会社夢真ホールディングス 東京都文京区大塚３丁目11-６ 750,000 2.91

中谷 宅雄 大阪府松原市 639,200 2.48

山崎 一弘 大阪府八尾市 422,400 1.64

株式会社エム・エル・エス 東京都渋谷区道玄坂２丁目16-４ 218,939 0.85

井 康彦 福岡県福岡市中央区 160,417 0.62

BARCLAYS  CAPITAL  SECURITIES 
LIMITED
（常任代理人 バークレイズ証
券株式会社）

５  THE  NORTH  COLONNADE  CANARY  WHARF 
LONDON E14 4BB UNITED KINGDOM
（東京都港区六本木６丁目10番１号）

149,525 0.58

牧間 次夫 千葉県袖ケ浦市 123,000 0.48

緒方 顕吉 福岡県福岡市中央区 105,079 0.41

計 ― 18,939,608 73.59
 

    平成26年１月31日現在

氏名又は名称 住所
所有議決権数

(個)

総株主の議決権
に対する所有議
決権数の割合

(％)

秋元 竜弥 東京都目黒区 15,613,040 60.68

有限会社佐藤総合企画 東京都世田谷区駒沢２丁目18番26号 750,000 2.92

株式会社夢真ホールディングス 東京都文京区大塚３丁目11-６ 750,000 2.92

中谷 宅雄 大阪府松原市 639,200 2.48

山崎 一弘 大阪府八尾市 422,400 1.64

株式会社エム・エル・エス 東京都渋谷区道玄坂２丁目16-４ 218,939 0.85

井 康彦 福岡県福岡市中央区 160,417 0.62

BARCLAYS  CAPITAL  SECURITIES 
LIMITED
（常任代理人 バークレイズ証
券株式会社）

５  THE  NORTH  COLONNADE  CANARY  WHARF 
LONDON E14 4BB UNITED KINGDOM
（東京都港区六本木６丁目10番１号）

149,525 0.58

牧間 次夫 千葉県袖ケ浦市 123,000 0.48

緒方 顕吉 福岡県福岡市中央区 105,079 0.41

計 ― 18,931,600 73.58
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(平成26年１月31日現在) 

（注)１  Ａ種優先株式、Ｃ種優先株式、Ｄ種優先株式、Ｅ種優先株式の内容は、「１（1）②発行済株式」の内容欄

に記載しております。 

  

  

前事業年度の有価証券報告書提出後、当四半期累計期間における役員の異動は、次のとおりでありま

す。 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 Ａ種優先株式 8,916
―
―

（注）１

議決権制限株式(自己株式等)   ― ― ―

議決権制限株式(その他)   ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)   ― ― ―

完全議決権株式(その他)

普通株式
Ｃ種優先株式
Ｄ種優先株式
Ｅ種優先株式

22,604,665
824,355

2,160,410
138,822

22,604,665
824,355

2,160,410
138,822

（注）１

単元未満株式   ― ― ―

発行済株式総数   25,737,168 ― ―

総株主の議決権   ― 25,728,252 ―
 

② 【自己株式等】

    平成26年１月31日現在

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義 
所有株式数 

(株)

他人名義 
所有株式数 

(株)

所有株式数 
の合計 
(株)

発行済株式 
総数に対する
所有株式数 
の割合(％)

― ― ― ― ― ―

計 ― ― ― ― ―
 

２ 【役員の状況】

（1）退任役員

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 事業部長 牧口正一 平成25年11月30日
 

―　23　―



  

当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19年内

閣府令第63号)に基づいて作成しております。 

  

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第２四半期会計期間(平成25年11月１日か

ら平成26年１月31日まで)及び第２四半期累計期間(平成25年８月１日から平成26年１月31日まで)に係る

四半期財務諸表について、明誠監査法人により四半期レビューを受けております。 

  

３．四半期連結財務諸表について 

当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 

第４ 【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について

２．監査証明について
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１【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年７月31日) 

当第２四半期会計期間 
(平成26年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 50,837 648

販売用不動産 16,217 551,379

前払費用 1,796 2,239

預け金 726,496 467,149

その他 － 20,709

流動資産合計 795,347 1,042,126

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） － 1,045

有形固定資産合計 － 1,045

投資その他の資産   

出資金 410 210

破産更生債権等 200,000 200,000

その他 7,500 8,678

貸倒引当金 △200,000 △200,000

投資その他の資産合計 7,910 8,888

固定資産合計 7,910 9,933

資産合計 803,257 1,052,060

負債の部   

流動負債   

短期借入金 － 490,000

1年内返済予定の長期借入金 30,986 27,986

未払金 448,874 129,116

未払費用 19,020 18,748

預り金 779 801

未払法人税等 1,210 605

未払消費税等 1,765 －

その他 － 35,727

流動負債合計 502,635 702,985

固定負債   

長期借入金 38,384 35,384

退職給付引当金 4,285 3,481

固定負債合計 42,670 38,866

負債合計 545,305 741,852

純資産の部   

株主資本   

資本金 700,000 100,000

資本剰余金 600,000 600,000

利益剰余金 △1,043,982 △390,634

株主資本合計 256,017 309,365

新株予約権 1,934 842

純資産合計 257,951 310,207

負債純資産合計 803,257 1,052,060
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年８月１日 
 至 平成26年１月31日) 

売上高 1,619,743 1,746,811

売上原価 1,775,454 1,591,432

売上総利益又は売上総損失（△） △155,710 155,378

販売費及び一般管理費 ※1  158,093 ※1  92,514

営業利益又は営業損失（△） △313,803 62,863

営業外収益   

受取利息 7 11

受取手数料 451 713

雑収入 24 5

営業外収益合計 483 731

営業外費用   

支払利息 20,022 3,794

支払手数料 － 7,350

消費税相殺差損 － 1,983

その他 3,891 －

営業外費用合計 23,914 13,127

経常利益又は経常損失（△） △337,233 50,467

特別利益   

債務免除益 553,035 2,396

新株予約権戻入益 829 1,092

特別利益合計 553,864 3,488

特別損失   

投資有価証券売却損 1,305 －

特別損失合計 1,305 －

税引前四半期純利益 215,325 53,955

法人税、住民税及び事業税 606 607

法人税等合計 606 607

四半期純利益 214,719 53,348
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年８月１日 
 至 平成25年１月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年８月１日 
 至 平成26年１月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 215,325 53,955

減価償却費 － 34

退職給付引当金の増減額（△は減少） 114 △803

受取利息及び受取配当金 △7 △11

支払利息 20,022 3,794

債務免除益 △553,035 △2,396

新株予約権戻入益 △829 △1,092

投資有価証券売却損益（△は益） 1,305 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,773,174 △535,161

前渡金の増減額（△は増加） － △3,000

その他の流動資産の増減額（△は増加） 4,562 △17,830

未払消費税等の増減額（△は減少） △170,194 △1,765

前受金の増減額（△は減少） － 3,000

その他の流動負債の増減額（△は減少） △33,680 △287,084

その他 9,901 －

小計 1,266,660 △788,361

利息及び配当金の受取額 7 11

利息の支払額 △78,827 △4,116

法人税等の支払額 △1,211 △1,212

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,186,628 △793,678

投資活動によるキャッシュ・フロー   

出資金の回収による収入 － 100

有形固定資産の取得による支出 － △1,080

貸付金の回収による収入 125,000 －

差入保証金の回収による収入 36 －

差入保証金の差入による支出 － △1,178

投資有価証券の売却による収入 3,462 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 128,498 △2,158

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,447,411 490,000

長期借入金の返済による支出 △56,034 △3,698

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,503,446 486,301

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △188,318 △309,535

現金及び現金同等物の期首残高 211,130 777,333

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  22,811 ※  467,797
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 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な項目及び金額は次のとおりであります。 

  

  

※現金及び現金同等物の四半期残高と四半期貸借対照表に記載されている科目の金額との関係は、次

のとおりであります。 

  

前第２四半期累計期間(自  平成24年８月１日  至  平成25年１月31日) 

１．配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

２．基準日が当第２四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期累計期間の末

日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

該当事項はありません。 

【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

(会計方針の変更等)

(四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

(追加情報)

(四半期損益計算書関係)

 
前第２四半期累計期間
(自  平成24年８月１日
至  平成25年１月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成25年８月１日
至  平成26年１月31日)

販売手数料 46,353千円 5,926千円

給与及び賞与 14,468 10,812

管理諸費 50,626 31,852
 

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

 
前第２四半期累計期間
(自  平成24年８月１日
至  平成25年１月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成25年８月１日
至  平成26年１月31日)

現金及び預金勘定 8,518千円 648千円

預け金 14,292 467,149

現金及び現金同等物 22,811 467,797
 

(株主資本等関係)
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当第２四半期累計期間(自  平成25年８月１日  至  平成26年１月31日) 

１．配当金支払額 

該当事項はありません。 

  

２．基準日が当第２四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期累計期間の末

日後となるもの 

該当事項はありません。 

  

３．株主資本の著しい変動 

当社は、平成25年10月30日開催の定時株主総会における決議に基づき、平成25年12月３日付で、資本

金を600,000千円減少してその他資本剰余金に振り替え、その他資本剰余金600,000千円を繰越利益剰余

金に振り替え、欠損填補に充当しております。 

この結果、当第２四半期末において、資本金は100,000千円、その他資本剰余金は０円となっており

ます。 

なお、株主資本合計金額には、著しい変動はありません。 

  

金融商品の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。 

  

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動があり

ません。 

  

当社はデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

当社は関連会社がないため、該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(金融商品関係)

(有価証券関係)

(デリバティブ取引関係)

(持分法損益等)

(企業結合等関係)
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Ⅰ  前第２四半期累計期間(自  平成24年８月１日  至  平成25年１月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) １．セグメント損失（△）の調整額△109,480千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費（全社費

用）であります。 

２．セグメント損失（△）は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

Ⅱ  当第２四半期累計期間(自  平成25年８月１日  至  平成26年１月31日) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

(注) １．セグメント利益の調整額 86,172千円は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費（全社費用）であり

ます。 

２．セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

        (単位：千円)

 

報告セグメント

合計
調整額 
（注１）

合計

不動産再活事業
不動産賃貸 
収益等事業

売上高          

  外部顧客への売上高 1,581,030 38,713 1,619,743 ― 1,619,743

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,581,030 38,713 1,619,743 ― 1,619,743

セグメント損失（△） △192,420 △11,902 △204,323 △109,480 △313,803
 

        (単位：千円)

 

報告セグメント

合計
調整額 
（注１）

合計

不動産再活事業
不動産賃貸 
収益等事業

売上高          

  外部顧客への売上高 1,724,746 22,064 1,746,811 ― 1,746,811

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,724,746 22,064 1,746,811 ― 1,746,811

セグメント利益 133,313 15,722 149,036 △86,172 62,863
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１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

（注)１ 当社は、平成26年２月１日付で普通株式１株につき10株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、

１株当たり四半期純利益金額および潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額は、当該株式分割が前事業

年度の期首に行われたと仮定して算定しております。 

２ 前第２四半期累計期間及び当第２四半期累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

  

当社は、平成25年9月25日開催の取締役会および平成25年10月30日開催の定時株主総会ならびに必要

な種類株主総会の決議により、平成26年２月１日を効力発生日として、株式分割および単元株制度を採

用いたしました。 

当社は、全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、株式分割を

実施するとともに、単元株制度を採用いたしました。 

平成26年１月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載又は記録された株主の所有する普通株

式を、1株につき10株の割合をもって分割いたしました。 

平成26年１月31日最終の普通株式の発行済株式総数に９を乗じた株式数といたしました。 

(１株当たり情報)

項目
前第２四半期累計期間
(自  平成24年８月１日
至  平成25年１月31日)

当第２四半期累計期間
(自  平成25年８月１日
至  平成26年１月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 ２円14銭 25銭

    (算定上の基礎)    

    四半期純利益(千円) 214,719 53,348

    普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

    普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 214,719 53,348

    普通株式の期中平均株式数(株) 100,273,370 215,725,741

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株式で、前
事業年度末から重要な変動があったものの概要

― ―

 

(重要な後発事象)

１．株式分割の実施および単元株制度の採用

（1）目的

（2）株式分割の方法

（3）株式分割により増加する株式数

① 株式の分割前の発行済株式総数 普通株式 22,604,665株

    Ａ種優先株式 8,916株

    Ｂ種優先株式 ―株

    Ｃ種優先株式 824,355株

    Ｄ種優先株式 2,160,410株

    Ｅ種優先株式 138,822株

    譲渡制限種類株式 ―株

    合計 25,737,168株

② 株式の分割により増加する株式数 普通株式 203,441,985株
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100株 

平成26年２月１日 

当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の１株当たり情報は、「注記事項（１株

当たり情報）」に記載のとおりであります。 

  

当社は、平成26年２月13日開催の取締役会において、有限会社奨建築の全株式を取得し、子会社化す

ることについて決議し、平成26年３月３日付で株式譲渡契約を締結し、全株式を取得しております。 

    Ａ種優先株式 ―株

    Ｂ種優先株式 ―株

    Ｃ種優先株式 ―株

    Ｄ種優先株式 ―株

    Ｅ種優先株式 ―株

    譲渡制限種類株式 ―株

    合計 203,441,985株

③ 株式の分割後の発行済株式総数 普通株式 226,046,650株

    Ａ種優先株式 8,916株

    Ｂ種優先株式 ―株

    Ｃ種優先株式 824,355株

    Ｄ種優先株式 2,160,410株

    Ｅ種優先株式 138,822株

    譲渡制限種類株式 ―株

    合計 229,179,153株

④ 株式の分割後の発行可能株式総数 普通株式 851,170,520株

    Ａ種優先株式 8,916株

    Ｂ種優先株式 26,701株

    Ｃ種優先株式 2,160,476株

    Ｄ種優先株式 2,160,410株

    Ｅ種優先株式 138,822株

    譲渡制限種類株式 1,818,182株

    合計 857,484,027株
 

（4）単元株式の数

（5）株式分割および単元株制度採用の時期

（6）１株当たり情報に及ぼす影響

２．有限会社奨建築の株式の取得

（1） 名称 有限会社奨建築

（2） 所在地 東京都世田谷区池尻二丁目21番21号

（3） 代表者の役職・氏名 代表取締役社長 中川将利

（4） 事業内容 建築の設計施工ならびにその請負

（5） 資本金 ３百万円

（6） 設立年月日 平成17年７月７日

（7） 大株主及び持株比率 中川将利100％
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当社は、平成26年３月３日開催の取締役会において、以下のとおり、第三者割当により発行される株

式の募集を行うことについて決議しました。 

  

  

該当事項はありません。 

３．第三者割当により発行される株式の募集

（1） 発行新株式数 普通株式 7,826,400株

（2） 発行価額 普通株式1株につき金115円

（3） 発行価額の総額 900,036,000円

（4） 出資財産の内容及び価額 （金銭による出資）900,036,000円

（5） 増加する資本金及び資本準備金の額 資本金の額   総額450,018,000円

    資本準備金の額 総額450,018,000円

（6） 募集又は割当方法 第三者割当の方法による

（7） 申込期間 平成26年３月19日から平成26年３月24日

（8） 払込期間 平成26年３月19日から平成26年３月24日

（9） 割当予定先及び割当株式数 株式会社夢真ホールディングス 2,174,000株

    株式会社我喜大笑      2,174,000株

    青山洋一           869,600株

    大塚洋史           869,600株

    須田忠雄           869,600株

    宮本宏三           434,800株

    諸藤敏一           434,800株

（10） その他 前各号については、金融商品取引法に基づく有価証券届出書の効力の発生を条件
とする。

 

４．当社は、平成26年３月10日付で以下のとおり借入を行いました。

（1） 借入日 平成26年３月10日

（2） 金額 315百万円

（3） 金利 年4.3％

（4） 返済期限 平成27年３月31日

（5） 貸付人 株式会社新銀行東京

    （住所：東京都新宿区西新宿一丁目21番１号）

（6） 担保状況 当社が仕入れる販売用不動産に担保設定

（7） 資金使途 東京都港区所在の収益ビルの取得資金

（8） 当社との関係 資本関係、人的関係、取引関係はありません。
 

２ 【その他】
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該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】
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平成26年３月13日

株式会社アルデプロ 

取締役会  御中 

  

  

  

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株

式会社アルデプロの平成25年８月１日から平成26年7月31日までの第27期事業年度の第２四半期会計期間

（平成25年11月１日から平成26年１月31日まで）及び第２四半期累計期間（平成25年８月１日から平成26年

１月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書、四半期キャッシ

ュ・フロー計算書及び注記について四半期レビューを行った。 

  
四半期財務諸表に対する経営者の責任  

 経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半

期財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半

期財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま

れる。 

  
監査人の責任  

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表

に対する結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レ

ビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。 

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実

施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定され

た手続である。 

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。 

  
監査人の結論  

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥

当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アルデプロの平成26年１月31日現在の財政

状態及び同日をもって終了する第２四半期累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況を適正に表示

していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。 

  
強調事項 

１．重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、平成25年９月25日開催の取締役会およ

び平成25年10月30日開催の定時株主総会ならびに必要な種類株主総会の決議により、平成26年２月１日を

効力発生日として、株式分割および単元株制度を採用している。 

２．重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、平成26年２月13日開催の取締役会にお

独立監査人の四半期レビュー報告書

明誠監査法人
 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士    市  原   豊    印
 

指定社員 
業務執行社員

  公認会計士    西 谷  富 士 夫    印
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いて、有限会社奨建築の全株式を取得し、子会社化することについて決議し、平成26年３月３日付で株式譲

渡契約を締結し、全株式を取得している。 

３．重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は、平成26年３月３日開催の取締役会にお

いて、第三者割当により発行される株式の募集を行うことについて決議している。 

４．重要な後発事象に関する注記に記載されているとおり、会社は平成26年３月10日に315百万円の借入を

実行した。 

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。 

  

利害関係 

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上 
  

 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期

報告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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【表紙】  

【提出書類】 確認書

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項

【提出先】 関東財務局長

【提出日】 平成26年３月13日

【会社名】 株式会社アルデプロ

【英訳名】 ARDEPRO Co.,Ltd.

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 久保玲士

【最高財務責任者の役職氏名】 該当事項はありません。

【本店の所在の場所】 東京都新宿区新宿三丁目１番24号

【縦覧に供する場所】 株式会社東京証券取引所

  （東京都中央区日本橋兜町２番１号）
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当社代表取締役社長久保玲士は、当社の第27期第２四半期(自 平成25年11月１日 至 平成26年１月

31日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正に記載されていることを確認いたしま

した。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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